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微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の環境基準設定を求める意見書 

 

２００８年７月１８日  

日本弁護士連合会 

 

意 見 の 趣 旨 

 政府は，すみやかに大気中に浮遊する粒子状物質のうち粒径２．５マイクロメート

ル以下の微小粒子状物質（「ＰＭ２.５」という。）について，環境基準を設定すべき

である。 

 

意 見 の 理 由 

１ わが国では，大気中に浮遊する粒子状物質のうち，肺や呼吸器に沈着して呼吸器

疾患の原因となる粒径１０マイクロメートル以下の粒子を浮遊粒子状物質（ＳＰ

Ｍ）と定義して，１９７３年（昭和４８年）にＳＰＭ環境基準を定め，その達成に

向けて各種の対策を行ってきた。 

  ＳＰＭ環境基準の達成率は，長期にわたって，自動車排出ガス測定局において３

０％～４０％，一般環境大気測定局においても６０％～７０％で推移してきたが，

各地でディーゼル車規制等の対策が進められた結果，近年，環境基準達成率が大幅

に改善され，自動車排出ガス測定局，一般環境大気測定局ともに９０％を超える達

成率となっている（資料１）。 

  しかし，その一方で，気管支喘息患者は増加しており，全国を対象にした唯一の

調査である文部科学省学校保健統計調査によれば，１９９７年（平成９年）～２０

０７年（平成１９年）までの最近１０年間でみても，喘息被患率は倍増している（資

料２）。とりわけ大都市部においては増加傾向が顕著で，全国平均の２倍ないし３

倍近い被患率となっている。 

２ この間，世界各地では，多数の粒子状物質の健康影響に関する調査，研究が実施
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されてきた。そのなかで，ＳＰＭの中でも粒径２.５マイクロメートル以下の微小

粒子状物質（ＰＭ２.５）は，呼吸器の深部まで入りやすく，粒子表面に様々な有

害物質が吸収，吸着されていることから健康への影響が最も懸念される物質である

ことが明らかとなってきた。 

  こうした調査，研究を受けて，米国では，１９９７年（平成９年）にＰＭ２.５

の環境基準が設定され，２００６年（平成１８年）９月には基準の改定・強化が行

われた。世界保健機関（ＷＨＯ）も２００６年（平成１８年）１０月，ＰＭ２.５

のガイドラインを設定した。ちなみに現在の米国の環境基準は，年間基準（年平均

値の３年平均値）１５μｇ／㎥，２４時間基準（２４時間平均値の９８％値の３年

間の平均値）３５μｇ／㎥というもので，ＷＨＯのガイドラインは年間平均濃度１

０μｇ／㎥，２４時間濃度（９９％値）２５μｇ／㎥というものである。 

３ わが国でも，２０００年（平成１２年）１月３１日の尼崎大気汚染公害訴訟第１

審判決において，米国では，浮遊粒子状物質よりもむしろ微小粒子（ＰＭ２.５）

の人体への危険性が疫学的に明らかにされ，非常に厳しい大気質基準が提案されて

いることが指摘され，幹線道路沿道の気管支喘息の危険増大は，自動車由来の微小

粒子の影響であると説明すべきであると指摘された。にもかかわらず，その後ＰＭ

２.５環境基準設定に向けての取組みは遅々として進まなかった。 

４ こうしたなかで，２００７年（平成１９年）４月の第１６６回通常国会，衆議院

環境委員会における「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域

における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律」の審議において，

「ＰＭ２.５については，健康影響が指摘され，既に諸外国において環境基準が設

定されていること等の状況を踏まえ，諸外国における科学的知見や基準の設定状況

も参考にしつつ，国内の健康影響に関する知見をとりまとめ，早期に環境基準の設

定を行うこと」との附帯決議が採択され，それを踏まえて，同年５月に，環境省水・

大気環境局に「微小粒子状物質健康影響評価検討会」が設置され，以後国内外の微

小粒子状物質の健康影響に関する検討が行われてきた。また，同年８月８日に成立
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した東京大気汚染公害訴訟の和解においても，環境省は，「（前記検討会）の検討結

果を踏まえ，環境基準の設定も含めて対応について検討する」ことを約束した。こ

れを受けて，当連合会も，わが国においても早期に微小粒子状物質（ＰＭ２.５）

の環境基準を設定するとともに，その規制に取り組むことを求める「東京大気汚染

公害裁判の和解成立を受けての会長談話」（２００７年８月８日）を発表した。 

５ 上記検討会は，２００８年（平成２０年）４月３日に微小粒子状物質健康影響評

価検討会報告書をまとめた。 

本報告書は，その結論において，わが国と欧米の間の循環器系疾患の疾患構造の

相異，粗大粒子の影響も否定できないこと，他の共存汚染物質の影響を分離し難い

ことなどの不確実性が存在するものの，「これらの不確実性の存在にかかわらず，

総合的に評価すると，微小粒子状物質が，総体として人々の健康に一定の影響を与

えていることは，疫学知見並びに毒性知見から支持される。」，「大気汚染による曝

露は，人の嗜好や生活パターンによらず全ての者に及ぼしうるものであって，避け

ることが困難であるという特性を持つことからすると，公衆衛生の観点から微小粒

子による健康影響を軽視することはできない。」としたうえで，今後の課題として，

リスク評価にかかる手法の検討をはじめとした定量的評価に関する考察が必要と

した。微小粒子状物質の有害性に関する定性的な評価をその課題とした同検討会が，

その有害性を明確に認める結論を導いたうえで，とりわけ従来認められていた呼吸

器疾患に加えて，循環器疾患，肺ガンとの間にも関連性を認め，さらに死亡リスク

の増加との関連も認めたことは，注目に値する。この結論は，先にみた尼崎判決の

司法判断を裏づけるところとなっており，また，近時ＳＰＭの環境基準達成率が大

幅に改善されているにもかかわらず，喘息患者が増加している前記の事態を説明す

るものとなっている。 

６ ところでわが国の環境基準は，「人の健康を保護し，及び生活環境を保全する上

で維持されることが望ましい基準」とされており（環境基本法第１６条第１項），

死亡あるいは疾病はもちろんのことそれ以前の健康からの隔たりをも避けるため
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の基準として予防原則に立つことを宣明している。 

ＰＭ２.５をめぐっては，予防原則の適用どころか，その影響は疾病の発症・増

悪に止まらず死亡リスクの増加にまで及ぶなど現実に健康影響が生じていること

が明らかになっており，環境基準の設定と対策の強化は急務と言わざるを得ない。 

現に，わが国のＰＭ２.５濃度は，米国環境基準やＷＨＯガイドラインと対比し

ても，軒並これらをはるかに超えるレベルとなっており（資料３），もはや一刻の

猶予も許されない事態となっている。 

さらに環境基準に関しては，時々で適切な科学的判断を加えて改定や新設を行う

べきであり，環境基本法第１６条第３項もその趣旨を規定している。この間のＰＭ

２.５に関する知見の積み重ねを考えれば，米国やＷＨＯの基準を参考にして早期

に環境基準の設定を行うべきである。 

７ よって，政府は，すみやかに大気中に浮遊する粒子状物質のうちＰＭ２.５につ

いて，環境基準を設定すべきである。 

以上 
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資料１ 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況の推移（平成１３年度～１７年度） 

     出典：平成１９年版環境・循環型社会白書（環境省） 
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資料２ 学校種別 ぜん息の者の推移 

          出典：平成１９年度学校保健統計調査（文部科学省） 
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資料３ 各測定局の測定値（環境省発表）から作成 

 


